
 

議案第  号 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和元年 ６ 月１０日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条ただし書中「第２８０号」を「第２７９号」に改め、同条第２７８号

を削り、同条第２７９号を同条第２７８号とし、同条第２８０号から第２８７

号までを１号ずつ繰り上げ、同条第２８８号中「第２０条の２第１３項又は第

３８条の４第２２項」を「第２０条の２第１４項又は第３８条の４第２３項」

に改め、同号を同条第２８７号とし、同条第２８９号から第２９６号までを１

号ずつ繰り上げる。 

第５条中「第２条第２９４号」を「第２条第２９３号」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第２条第２８８号

の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の環境性能割及び種別割の税率の特

例措置を講ずること等のため、この条例を制定するものである。 

議案第７８号



 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

道路、河川、水路、堤とう敷その他市有地と民有地との境界査定に係る手数

料を廃止し、及び租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、所要の整備を行う

ため、この条例を制定するものである。 


